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会 議 次 第 

 

１．議題 

・議案第１号 敷地等と道路との関係に係る許可基準の改正に

ついて 

・報告第４号～第６号 

 敷地等と道路との関係に係る許可における 

包括同意について 

２．その他 

 

会 議 結 果 

 

・議案第１号           同  意 

・報告第４号～第６号       了  承 
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（第１１０回 建築審査会の開催を宣言）  

 

（まちづくり指導室長あいさつ） 

（本日の審査会は４名の委員の出席があり、会議は成立することを報告） 

本日は、議案といたしまして、「敷地等と道路との関係に係る許可基準

の改正について」が１件、報告としまして、「敷地等と道路との関係に

係る許可における包括同意について」が３件を予定しております。最後

まで、よろしくお願い申し上げます。 

 

 それでは、議案第１号について、事務局より説明をお願いします。 

                              

（議案第１号について説明） 

 

 説明は終わりましたが、何かご質問はございませんか。 

 

許可基準一覧表は県条例等を考慮されているようですが、市が定めて

いるのですか。 

 

 はい、そのとおりです。 

 

 共同住宅と長屋住宅は共用部分の有無以外ではどのような違いがあり

ますか。 

 

 共同住宅は特殊建築物となるため、建築基準法の規制が厳しくなりま

す。 

 

 延べ面積の上限３００㎡を撤廃すると、上限なく建築することができ

てしまうのではないですか。 

 

 容積率制限があるため、上限なく建築することはできません。 

 また、前面の道・空地を道路と見なし、容積率制限をかけるよう許可

条件を付すこととなります。 

 

相談のあった案件を許可する場合には、今回の改正がすべて必要とな

りますか。 

 

 相談のあった案件は既存の建築物も敷地も大きいため、同規模を確保

すると延べ面積が３００㎡を超えます。したがって、許可基準一覧表の
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上限３００㎡についての改正が必要となりますが、他の条件には抵触し

ません。しかし、共同住宅が計画される場合もあり得ると想定し、全体

の見直しをかけました。その結果、今回の改正が必要と判断し、提案を

させて頂きました。 

 

 長屋住宅は３階建てを認めていますが、共同住宅は２階建て以下とし

ている理由はなぜですか。 

 

 共同住宅はこれまで新築を認めていなかったことから、周辺環境への

影響が小さくなるよう２階建てまでであれば、一定条件のもと、認める

ことができることとしています。 

 

 現在が３階建ての共同住宅であれば、建築主は３階建ての共同住宅に

建替えたいと思うのではないでしょうか。 

 

 新築の場合は２階建てまでですが、建替えの場合は３階建ても認めら

れます。 

 

 許可基準一覧表の工事種別の建替え欄では、建替え可能となっていま

すが、これは長屋住宅のみですか、共同住宅も含みますか。 

 

従前の基準の時から共同住宅も建替え可能となっています。 

 

袋路状通路でない場合は道路からどれだけ離れていても問題はないの

ですか。 

 

２方向避難ができるため、問題はないと考えます。 

 

 消防車が入らないような狭い道で、道路から離れた場所でも大きな共

同住宅が建築できることとなります。火災が起きれば危険ではないです

か。 

 

 共同住宅は構造制限がかかるため、燃えにくい建築物とする必要があ

ります。また、４ｍ未満の狭い道であれば、建替えであっても４階建て

以上の建築物は許可基準に該当しないため、建築できません。 

 

  他に質問はありませんか。無いようでしたら、議案第１号について同

意してよろしいですか。 

 

 「同意します」 
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 続いて、報告第４号～第６号について、事務局より説明をお願いし

ます。 

                              

（報告第４号～第６号について説明） 

 

 説明は終わりましたが、何かご質問はございませんか。 

 

 報告第５号、第６号の案件では道路側溝はありますか。 

 

 本計画では側溝の整備は行いませんが北側に排水が可能です。なお、

本市では側溝の整備までを許可条件として付加させていません。 

 

 報告第５号において、容積率が１６１％となっているのはなぜです

か。 

 

都市計画法で定められた容積率の上限は２００％ですが、前面の

道・空地を道路と見なして容積率制限をかけるよう許可条件を付加し

ているため、このような値となっています。 

 

他に質問はありませんか。無いようでしたら、報告第４号～第６号

について、了承してよろしいか。 

 

 「了承」 

 

 本日の報告について全て終了しましたが、その他として何か、事務

局から連絡はありますか。 

 

（事務連絡・次回の議案について報告） 

 

 本日の議事録署名委員は、私と山中委員といたします。よろしくお

願いいたします。それでは、本日の審査会をこれで終了いたします。 

                                                      

 

 

（閉会 午後 ３時５分） 

 

 


